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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 9月 12日 (2005.9.12)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 遊 技 盤 面 上 に 球 を 打 ち 出 す 遊 技 で あ る 条 件 が 成 立 す る と 、 遊 技 者 に 有 利 な 特 賞 が 発 生 す
る 遊 技 機 に お い て 、
　 可 変 表 示 装 置 と 、 遊 技 制 御 装 置 と を 有 し 、
　 前 記 可 変 表 示 装 置 は 、 各 種 図 柄 が 変 化 し た 後 に 停 止 す る 通 常 画 像 遊 技 と 、 特 別 画 像 遊 技
を そ れ ぞ れ 表 示 可 能 で あ り 、
　 前 記 遊 技 制 御 装 置 は 、
　 遊 技 中 に 所 定 の 始 動 条 件 が 成 立 し た 場 合 に 、 前 記 可 変 表 示 装 置 の 画 面 全 体 で 通 常 画 像 遊
技 を 実 行 し 、
　 通 常 画 像 遊 技 で 大 当 た り の 前 提 条 件 と な る 準 当 た り が 成 立 し た 場 合 に 、 該 準 当 た り が 表
示 さ れ た 領 域 を 可 変 表 示 装 置 の 画 面 の 一 部 に 縮 小 す る と 共 に 、 該 画 面 上 に 新 た に 生 じ た 領
域 で 前 記 特 別 画 像 遊 技 を 実 行 し 、
　 前 記 特 別 画 像 遊 技 の 結 果 が 、 前 記 通 常 画 像 遊 技 で の 準 当 た り を 構 成 す る 図 柄 と の 関 係 に
お い て 、 予 め 定 め た 特 定 条 件 を 満 た し た 場 合 に 、 前 記 特 賞 を 発 生 さ せ る こ と を 特 徴 と す る
遊 技 機 。
【 請 求 項 ２ 】
　 遊 技 盤 面 上 に 球 を 打 ち 出 す 遊 技 で 所 定 の 条 件 が 成 立 す る と 、 遊 技 者 に 有 利 な 特 賞 が 発 生
す る 遊 技 機 に お い て 、
　 前 記 遊 技 盤 面 上 に 配 設 し た 可 変 表 示 装 置 と 、 抽 選 実 行 手 段 と 、 通 常 画 像 制 御 手 段 と 、 特
別 画 像 制 御 手 段 と 、 特 賞 生 成 手 段 と を 有 し 、
　 前 記 可 変 表 示 装 置 は 、 各 種 図 柄 が 変 化 し た 後 に 停 止 す る 通 常 画 像 遊 技 と 、 特 別 画 像 遊 技
と そ れ ぞ れ 表 示 可 能 で あ り 、
　 前 記 抽 選 実 行 手 段 は 、 遊 技 中 に 所 定 の 始 動 条 件 が 成 立 し た 場 合 に 、 そ れ に 基 づ き 乱 数 を
用 い た 無 作 為 抽 選 を 実 行 し 、
　 前 記 通 常 画 像 制 御 手 段 は 、 前 記 抽 選 実 行 手 段 の 抽 選 結 果 に 応 じ て 、 前 記 通 常 画 像 遊 技 を
実 行 し 、
　 前 記 特 別 画 像 制 御 手 段 は 、 前 記 抽 選 実 行 手 段 の 抽 選 結 果 に 応 じ て 、 前 記 通 常 画 像 遊 技 で
大 当 た り の 前 提 条 件 と な る 準 当 た り が 成 立 し た 場 合 に 、 該 準 当 た り が 表 示 さ れ た 領 域 を 可
変 表 示 装 置 の 画 面 の 一 部 に 縮 小 す る と 共 に 、 該 画 面 上 に 新 た に 生 じ た 領 域 で 前 記 特 別 画 像
遊 技 を 実 行 し 、



　 前 記 特 賞 生 成 手 段 は 、 前 記 抽 選 実 行 手 段 の 抽 選 結 果 に 応 じ て 、 前 記 特 別 画 像 遊 技 の 結 果
が 、 前 記 通 常 画 像 遊 技 で の 準 当 た り を 構 成 す る 図 柄 と の 関 係 に お い て 、 予 め 定 め た 特 定 条
件 を 満 た し た 場 合 に 、 前 記 特 賞 を 発 生 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 抽 選 実 行 手 段 は 、 前 記 始 動 条 件 が 成 立 し た 場 合 に 、 前 記 通 常 画 像 遊 技 で 準 当 た り と
な る か ハ ズ レ に 確 定 す る か を 決 定 す る 第 １ 図 柄 乱 数 を 生 成 し 、 該 第 １ 図 柄 乱 数 が 準 当 た り
に 相 当 し た 場 合 に 、 さ ら に 前 記 特 別 画 像 遊 技 の 結 果 が 特 定 条 件 を 満 た す か 否 か を 決 定 す る
第 ２ 図 柄 乱 数 を 生 成 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 通 常 画 像 遊 技 で 準 当 た り が 成 立 し た 場 合 に 、 前 記 可 変 表 示 装 置 の 画 面 が 分 割 さ れ 、
一 の 分 割 画 面 に 前 記 準 当 た り が 表 示 さ れ 、 他 の 分 割 画 面 で 前 記 特 別 画 像 遊 技 が 実 行 さ れ る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ， ２ ま た は ３ 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 通 常 画 像 遊 技 で 準 当 た り が 成 立 し た 場 合 に 、 前 記 可 変 表 示 装 置 の 画 面 で 前 記 準 当 た
り が 表 示 さ れ た 領 域 が そ の ま ま 相 似 形 に 縮 小 さ れ て 一 の ウ イ ン ド ウ と な り 、 そ の 下 層 に 新
た に 出 現 し た 他 の ウ イ ン ド ウ で 前 記 特 別 画 像 遊 技 が 実 行 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １
， ２ ま た は ３ 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 通 常 画 像 遊 技 は 、 １ ま た は 複 数 の ラ イ ン 上 で 複 数 並 ぶ 各 種 図 柄 が 連 続 的 に 変 化 し た
後 に 順 次 停 止 す る も の で あ り 、 何 れ か の ラ イ ン 上 で 最 後 に 停 止 す る 図 柄 を １ つ 残 し て 既 に
停 止 し た 図 柄 が 互 い に 一 致 す る 状 態 が 前 記 準 当 た り に 相 当 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １
， ２ ， ３ ， ４ ま た は ５ 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 特 別 画 像 遊 技 は 、 各 種 図 柄 と し て の 数 字 が １ ま た は 複 数 無 作 為 に 選 択 さ れ る も の で
あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ， ２ ， ３ ， ４ ， ５ ま た は ６ 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 特 別 画 像 遊 技 は 、 各 種 図 柄 と し て の 数 字 が １ ま た は 複 数 無 作 為 に 選 択 さ れ る も の で
あ り 、 そ の 選 択 過 程 を 、 裏 側 が 表 示 さ れ た ト ラ ン プ カ ー ド を 順 に 表 側 に め く る 動 作 に 模 し
た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ， ２ ， ３ ， ４ ， ５ ま た は ６ 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 特 別 画 像 遊 技 は 、 各 種 図 柄 と し て の 数 字 が １ ま た は 複 数 無 作 為 に 選 択 さ れ る も の で
あ り 、 そ の 選 択 過 程 を 、 サ イ コ ロ を 順 に ふ る う 動 作 に 模 し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ，
２ ， ３ ， ４ ， ５ ま た は ６ 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 特 別 画 像 遊 技 で 選 択 さ れ る 各 種 図 柄 の 数 が 当 初 の 予 定 数 よ り も 特 別 に 追 加 さ れ る 場
面 を 設 け た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ ， ８ ま た は ９ 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 特 別 画 像 遊 技 の 結 果 と し て 特 定 条 件 を 満 た す の は 、 無 作 為 に 選 択 さ れ た 数 字 を 用 い
た 四 則 計 算 の 答 え が 、 前 記 通 常 画 像 遊 技 で 準 当 た り を 構 成 す る 図 柄 で あ る 数 字 と 一 致 し た
場 合 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ， ２ ， ３ ， ４ ， ５ ， ６ ， ７ ， ８ ， ９ ま た は １ ０ 記 載
の 遊 技 機 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 特 別 画 像 遊 技 の 結 果 と し て 特 定 条 件 を 満 た す の は 、 無 作 為 に 選 択 さ れ た 数 字 の 合 計
値 が 、 前 記 通 常 画 像 遊 技 で 準 当 た り を 構 成 す る 図 柄 で あ る 数 字 と 一 致 し た 場 合 で あ る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ， ２ ， ３ ， ４ ， ５ ， ６ ， ７ ， ８ ， ９ ， １ ０ ま た は １ １ 記 載 の 遊 技 機
。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ０
【 補 正 方 法 】 削 除
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【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ １
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ３ ９
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ４ ０
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
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